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Ⅰ．令和元年度の入札・契約手続きの基本方針

令和元年度直轄事業の実施に当たっては、引き続き、「担い手の育成・確保」「働
き方改革」「生産性の向上」の３本柱を中心に、これまでの取組と合わせて推進。

担い手育成・確保

○若手技術者の登用促進 ・・・【継続】
○民間資格の登録状況 ・・・【継続】
○予定管理技術者の業務成績評価区分 ・・・【見直し】

働き方改革

○工事及び業務における書類の削減

生産性の向上

○i-Constructionの「深化」
○ICTの導入
○工事及び業務の平準化



若手管理技術者＋技術指導者

■評価対象となる若手等配置

■対象案件

原則、全発注業務案件

若手技術者育成のため技術指導者を配置した際に評価する。

◯総合評価の同種実績、成績評定、表彰等は、技術指導者の実績で評価する。

■実施概要

１．若手技術者の技術の習得機会の拡大

■目 的

業務における若手技術者の活躍に向けて、若手技術者が管理技術者としての経験を積む
ことができるよう若手技術者の登用を促すとともに、経験の多い技術者（技術指導者）を
あわせて配置することにより技術の伝承を図るための取り組み。

技術指導者を配置した場合には当該技術者を総合評価の評価対象とする。

Ⅰ－１．若手技術者の登用促進 ＜継続＞

【若手技術者登用型（業務）】

【総合評価における予定管理技術者の評価】

予定管理技術者の成績評定は、管理技術者と担当技術者で従事した実績を評価対象としていた
が、担当技術者の成績評定は管理技術者の成績点より低い傾向にあることから、平成３０年度から、
原則、管理技術者の成績評定のみで評価を実施。
なお、予定管理技術者が、管理技術者としての実績がない場合には、担当技術者の実績で評価

する。



Ⅰ－１．若手技術者の登用促進 ＜継続＞

１．工事における若手技術者の技術の習得機会の拡大【若手技術者を配置する際の競争参加要件、総合評価】

若手管理技術者
技術指導者
（非専任）

資格 ○ ○ ○

同種業務の実績による
競争参加の確認

○ ○

同種業務の実績による評価 ○ ○

業務成績評定点による評価 ○ ○

表彰 ○ ○

競争参加要件

総合評価

若手管理
技術者のみ

参加要件／評価 各項目

　　　若手管理技術者
　　　　　　＋技術指導者

注1) 技術指導者を配置する場合は、次に掲げる①から③全ての条件を満足する者であること。
①配置予定技術者に求める資格を有すること。
②定期的に配置予定技術者の指導を行うこと。（１回／週程度）
③発注者と行う全ての協議、報告、打ち合わせに出席すること。

注2) 技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。
注3) 技術指導者は、若手技術者より若くても要件を満足すれば配置できる。



Ⅰ－２．民間資格の登録状況 ＜継続＞

１．工事における若手技術者の技術の習得機会の拡大国及び地方公共団体の業務発注時の総合評価落札方式において加点評価するなど、積極的に
活用していくため、一定水準の技術力等を有する民間資格を「国土交通省登録資格」として登
録する制度を平成26年度より導入

海洋・港湾構造物設計士



■目 的
「業務成績点に対する評価点」のインセンティブとメリハリを考慮しつつ、実施方針及び技
術提案の評価と合わせてより総合的に技術力の優秀な者を特定出来る配点区分に見直す。

平均点が80点以上 20 25 30

平均点が79点 18 22.5 27

平均点が78点 16 20 24

平均点が77点 平均点が77点 16 14 20 17.5 24 21

平均点が76点 平均点が76点 12 12 15 15 18 18

平均点が75点 平均点が75点 8 10 10 12.5 12 15

平均点が74点 平均点が74点 4 8 5 10 6 12

平均点が73点 6 7.5 9

平均点が72点 4 5 6

平均点が71点 2 2.5 3

平均点が60点以上71点
未満又は100万円以上
の地方整備局（港湾空
港関係）発注の業務成
績なし

加点しない 加点しない 加点しない

平均点が60点未満 平均点が60点未満

20 30

選定しない

平成31年度以降
(2019年度以降)

平成30年度まで
(2018年度まで)

平成31年度以降
(2019年度以降)

平成30年度まで
(2018年度まで)

予定管理技術者　業務成績（点）
／配点ピッチ別

配点

平成31年度以降
(2019年度以降)

平成30年度まで
(2018年度まで)

平成31年度以降
(2019年度以降)

平均点が60点以上74点
未満又は100万円以上
の地方整備局（港湾空
港関係）発注の業務成
績なし

平均点が78点以上

20点満点の場合 25点満点の場合 30点満点の場合

加点しない 加点しない 加点しない

25

平成30年度まで
(2018年度まで)

Ⅰ－３．予定管理技術者の業務成績評価区分 ＜見直し＞



Ⅱ．低入札価格調査基準の見直し

国土交通省が発注する工事及び調査・設計等の業務における
低入札価格調査基準の範囲を１０年ぶりに改訂。

○ 近年の施工実態等を踏まえたうえで、会計法令に基づく財務大臣との協議を経て
４月１日以降の入札公告を行う案件から、低入札価格調査基準を引き上げ。

【改訂項目】
１．工事の低入札価格調査基準
＜工事＞
○ 低入札価格調査基準の範囲を０．７０～０．９０から０．７５～０．９２へ改訂

２．業務の低入札価格調査基準
＜測量＞
○ 低入札価格調査基準の範囲を０．６０～０．８０から０．６０～０．８２へ改訂

＜地質＞
○ 低入札価格調査基準の算定に使用する諸経費の参入率を

０．４５から０．４８へ改訂



【範囲】
予定価格の6.0/10～8.2/10

【計算式】
・直接測量費 ×1.00
・測量調査費 ×1.00
・諸経費 ×0.48

平成３１年４月１日以降に入札公告を行う測量業務を対象に、低入札価格調査基準の範囲の
上限を８０%から８２％へ引き上げ
平成３１年４月１日以降に入札公告を行う地質調査業務を対象に、低入札価格調査基準の諸
経費の算入率を０．４５から０．４８へ引き上げ

【現行】 【H31.4.1～】

測

量

Ⅱ－１．低入札価格調査基準の改訂（業務）

【範囲】
予定価格の6.0/10～8.0/10

【計算式】
・直接測量費 ×1.00
・測量調査費 ×1.00
・諸経費 ×0.48

低入札価格調査は予定価格が１，０００万円を超える案件について調査基準価格未満の応札が
あった場合に実施
上記に併せて、履行確実性評価及び第三者照査は予定価格が１００万円を超える案件について
試行運用を継続



変更なし
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Ⅱ－１．低入札価格調査基準の改訂（業務）

【範囲】
予定価格の6.0/10～8.0/10

【計算式】
・直接人件費 ×1.00
・直接経費 ×1.00
・その他原価 ×0.90
・一般管理費等 ×0.48

地

質

【範囲】
予定価格の2/3～8.5/10

【計算式】
・直接調査費 ×1.00
・間接調査費 ×0.90
・解析等調査業務費×0.80
・諸経費 ×0.48

【範囲】
予定価格の2/3～8.5/10

【計算式】
・直接調査費 ×1.00
・間接調査費 ×0.90
・解析等調査業務費×0.80
・諸経費 ×0.45



審査項目 審査内容 判定

技
術
提
案
の
履
行
確
実
性
評
価

（
調
査
基
準
価
格
に
満
た
な
い
者
）

① 業務内容に対応した費用
が計上されているか。

◎入札価格内訳書・明細書等
直接人件費、直接経費、間接原価、一般管理費

等が必要額を確保しているか。

② 配置予定技術者に適正な
報酬が支払われることになって
いるか。

③ 品質管理体制が確保され
ているか。

④ 再委託先への支払いは適
正か。

◎配置予定技術者名簿、人件費内訳書等
配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確

保されているか。
配置予定技術者の人工が適正であるか。

◎照査技術者名簿、人件費内訳書等
照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確

保されているか。
照査予定技術者の人工が適正であるか。

◎再委託先見積書、再委託先より業務内容、費用
確認書等
再委託業務内容を再委託先が確認しているか。

○or×

○or×

○or×

○or×

１．審査項目と内容

以下の４項目について、「履行確実性」の審査を行う。

２．評価方法

審査結果を基に、履行確実性の評価を行い、評価に応じて「履
行確実性度」を付与する。

「○」とした
項目数

評価 履行確実性
度

４ Ａ 1.0

３ Ｂ 0.75

２ Ｃ 0.5

１ Ｄ 0.25

０ Ｅ 0

Ⅱ－２．履行確実性評価の総合評価落札方式の試行（継続）



○技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を３点減ずる等の措置を行う。

３．技術評価点の算出イメージ

配置予定技術者の経験・能力

技術提案評価点

①
実施方針

②
評価テーマに対する

技術提案

配置予定技術者の経験・能力

技術提案評価点

①×α ②×α

技術評価点

「技術評価点」＝（配置予定技術者の経験・能力）＋（履行確実性評価前の技術提案評価点）×α（履行確実性度）

補足） 「配置予定技術者の経験・能力・・・・・・配置予定管理技術者の資格・業務実績・成績等
「技術提案評価点」・・・・・・（当該業務に対する）実施方針、評価テーマに対する技術提案に与えられた評価点

４．技術提案書の不履行に対する対応

履行確実性
評価前

履行確実性
評価後

Ⅱ－２．履行確実性評価の総合評価落札方式の試行（継続）



（３）契約書等の写し
同種又は類似の業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報
サービス（TECRIS）」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。（登録され
ている内容で同種又は類似業務の判断が確認できない場合は、契約書等の写しの提出を求めるこ
とがある。）
優良業務表彰案件に担当技術者として従事した者の実績については、当該業務に従事したこと
が確認できる資料を提出すること。資料の提出がない場合、表彰等の実績があっても加点を行わ
ないこととする

【周知事項】
①優良業務表彰、優良技術者表彰に関する評価方法
当局において確認ができるため、参加表明書に表彰状の写しの添付がなくても加点評価する。
ただし、入札参加者が申請した配置予定管理技術者が担当技術者として従事していた業務が、優
良業務表彰等を受賞している場合の評価方法については②によるものとする。

②配置予定管理技術者が担当技術者として従事していた業務案件が優良業務表彰等を受賞して
いる場合の評価方法優良技術者表彰等については、入札説明書に記載のあるとおり、 担当技術
者として、該当の業務に従事したことがわかる書類（TECRISの写しなど）を添付すること。
こちらについては参加表明書に上記の添付がない場合は加点しない。

【入札説明書記載内容（現在）】

Ⅲ．優良業務表彰、優良技術者表彰に関する評価方法（継続）



Ⅲ．コリンズ・テクリスによる実績等の確認について

○業務実績情報システム「テクリス」に登録できる技術者については、以下の確
認などにより、業務に携わっていることを調査職員が確認できるものとし、業
務完了までに、受発注者双方で確認の上、確定するものとする。
①業務打合せ（電話等打合せを含む）等において、調査職員と業務に関する
報告・連絡・調整等を行い、当該業務に携わっていることが明確な技術者

②現地作業又は内業が主となる技術者においては、作業を実施していること
を写真等で確認できる者

○電子入札システム申請時における実績等の証明資料の簡素化を図るため、技術
審査時において提出様式に記載いただく「コリンズ・テクリス番号」等により
実績内容等の確認を行うとしたところ。
○コリンズ・テクリスの登録時において、特に、工事データ・業務データ等の情
報に抜けがあると実績等の確認ができないため、完成後の登録においては、実
績等の適切な入力がなされているか確認をお願いいたします。



Ⅲ．参考 契約方式選定の考え方

プロポーザル方式
総合評価落札方式
（標準型）

総合評価落札方式
（簡易型）

価格競争入札方式

業務内容が技術的に高度なも
の又は専門的な技術が要求され
る業務

業務の実施方針及び評価テー
マに関する技術提案を求めるこ
とで、一定の品質を確保し、よ
り優れた成果を期待する業務

業務の実施方針を確認するこ
とで、一定の品質を確保し、よ
り優れた成果を期待する業務

一定の資格・実績・成績等を
有することを入札参加条件とし
て、一定以上の品質の成果を期
待できる業務



Ⅲ．参考 入札・契約手続きの区分


